
社会福祉法人恵育舎役員等の報酬等に関する規程 
 
（目的） 
第１条 この規程は、社会福祉法人恵育舎の役員等の報酬及び旅費について定めるものである。 
 
（定義） 
第２条 本規程において役員とは、理事、監事をいう。  
２ 役員等とは、理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員、苦情解決第三者委員をいう。 
３ 報酬は、法人と委任関係にある役員等の職務執行の対価として支払われるものである。 
 
（基本原則） 
第３条 役員等は定款に定められた業務を誠実に遂行しなければならない。 
２ 役員等の報酬等は、法人本部予算の中から支払うものとする。 
 
（報酬の決定方法） 
第４条 役員等の報酬は、世間水準及び職員給与とのバランスを考慮して、次の方法により決定する。 
（１）理事及び監事の報酬は、評議員会で総額を定めその範囲内で評議員会にて決定する。 
（２）評議員の報酬は、定款で定める総額の範囲内で評議員会にて決定する。 
 
（報酬の支給）  
第５条 役員等に対して、次のとおり報酬を支給するものとする。ただし、この法人の職員を兼務し、

職員給与が支給されている役員等に対しては、報酬は支給しない。 
（１）理事長の報酬は、別表１のとおりとする。 
（２）理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員、苦情解決第三者委員の報酬は、別表２のとおりと

する。 
２ 役員等に対しての報酬については、源泉徴収後の額とする。 
 
（報酬の支給方法） 
第６条 日額報酬はその都度、現金支給をもって本人に支給する。 
２ 月額報酬の支給計算の期間は毎月１日から末日までとする。 
３ 月額報酬の支給日は当月２５日に支給する。ただし、当日が休日及び金融機関の非営業日の場合は

その前日とする。 
４ 月額報酬は当該役員の指定する金融機関の当該役員の預金口座等への振込よりその全額を支給する。 
 
（就任または退任等の場合における報酬の取扱い） 
第７条 報酬計算期間の途中で新たに役員に就任した場合、または退任・解散等の場合における当該計

算期間の月額報酬は日割計算等を行わず１ケ月分を支給する。 
 



（理事会の出席報酬等） 
第８条 理事及び監事が理事会に出席したときは、別表２により報酬を支払うことができる。なお、同

日にあわせて法人の業務を行った場合は、第９条の報酬を支払わないものとする。      
２ 理事に対する報酬額は年間１,０００,０００円を超えない範囲内とする。 
３ 監事に対する報酬額は年間５００,０００円を超えない範囲内とする。 
 
（役員の勤務報酬） 
第９条 理事及び監事が理事会以外の日において、法人及び施設の運営のための業務にあたった場合は、

別表３により報酬を支払うことができる。 
２ 監事が理事会以外の日において、法人及び施設の指導監査への立会及び運営状況の指導または監査

の業務にあたった場合は、別表３により報酬を支払うことができる。 
 
（評議員会の出席報酬） 
第１０条 評議員が評議員会に出席したときは、各年度の総額が５００，０００円を超えない範囲で、

別表２により報酬を支払うことができる。なお、同日にあわせて法人の業務を行った場合は、第１１

条の報酬を支払わないものとする。 
 
（評議員の勤務報酬） 
第１１条 評議員が評議員会以外の日において、業務にあたった場合は、別表３により報酬を支払うこ

とができる。 
 
（旅費） 
第１２条 役員等が、法人及び施設の運営業務のため、出張するときは、別表４により旅費等を支給す

る。 
２ 旅費は実情を考慮し、増額することができる。 
３ 旅費は原則として、出張終了後支払うこととするが、必要により事前に概算額を支払い、出張終了

後清算することができる。 
 
（兼務職員） 
第１３条 施設の職員を兼務する理事は、施設職員としての業務を除く法人職務に限り、この規定を適

用することができる。 
 
（退任慰労金） 
第１４条 役員等に対する退任慰労金（餞別）は、別表５により支給するものとする。 
２ 在任期間の計算が、役員等就任日を起算として、１年に満たない端数月がある場合、６カ月以上は

切り上げ、６カ月未満は切り捨てるものとする。 
 
 



（公表）  
第１５条 この法人は、この規程をもって、社会福祉法第５９条の２第１項２号に定める報酬等の支給の

基準として公表する。 
 
（補則）  
第１６条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。 
 
（改廃）  
第１７条 この規程の改廃は、評議員会の承認を受けて行う。  
 
 
附 則 
この規程は、平成２９年４月１日より適用する。 
この規則は、平成３１年４月１日より適用する。 
この規則は、令和元年６月１１日より適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
別表１ 理事長報酬（月額） 

役 職 報  酬（月 額） 
理 事 長 ３０，０００円 

 
別表２ 会議出席報酬（日額） 

会議の名称 報  酬（日 額） 
評議員会 ５，０００円 
理事会 ５，０００円 

評議員選任・解任委員会 ３，０００円 
苦情解決第三者委員会 ５，０００円 

 
別表３ 業務報酬（日額） 

名称 報  酬（日 額） 
評議員業務報酬 ５，０００円 
理事業務報酬 ５，０００円 
監事業務報酬 ５，０００円 

 
別表４ 旅費 

交通費 宿泊費（１泊） 日当（日額） その他 
実 費 上限 １５，０００円 ３，０００円 実 費 

 
別表５ 退任慰労金（餞別） 

在任期間 餞別金額（円） 在任期間 餞別金額（円） 
１ヵ月〜６ヵ月未満 ５，０００ ２年６ヵ月〜３年６ヵ月未満 ２０，０００ 
６ヵ月〜１年６カ月未満 １０，０００ ３年６ヵ月〜４年６ヵ月未満 ２５，０００ 
１年６ヵ月〜２年６ヵ月未満 １５，０００ ４年６ヵ月以上 ３０，０００ 
 


